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格納容器の破損を防ぎ、放射性物質の拡散を抑制します

①格納容器をまもり、放射性物質の放出を抑えます

●原子炉建屋が破損した場合でも放射性物質の拡散を抑えます

②原子炉建屋の水素爆発を防ぎます

東海第二発電所からのお知らせ 平 成 2 6 年 9 月
日本原子力発電株式会社

新規制基準への適合性確認審査の申請内容のうち、今回は、(１)格納容器の破損防止対策、(２)放射性物質の拡散抑制対策、(３)緊急時の体制・運用面の対策についてご説明します。

福島第一原子力発電所で発生した原子炉建屋の破損は、格納容器から建屋内に漏れて充満した水素が爆発したことが原因でした。
これをふまえ、①格納容器の圧力上昇への対策、②水素爆発への対策を行います。

◆適合性確認は、安全性向上に資するものであり、再稼働に直結するものではありません。今後とも、住民の皆様に積極的かつきめ細かく丁寧に情報を提供してまいります◆

◆格納容器への注水機能を強化

◆フィルタ付ベント装置を設置予定

◆水素再結合器などを設置予定

◆可搬型放水装置
（可搬型代替注水大型ポンプ、放水ノズル）

◆シルトフェンス
（汚濁防止膜） 

原子炉が停止した時には、送電線を通じて
外部から受電

既存の非常用ディーゼル発電機（3台）が起動

①格納容器の圧力上昇を防ぐ対策
　・格納容器への注水機能を強化
　・フィルタ付ベント装置を設置
②水素爆発を防ぐ対策
　・水素再結合器などを設置

高圧電源車などを配備

大容量ポンプ車などを配備

もし、
外部からの電源が
なくなった場合

もし、
非常用ディーゼル発電機が
起動できない場合

もし、
電気で動かす注水ポンプが

使えない場合

それでも原子炉の冷却が
できない場合

震災当時、東海第二発電所は、非常用ディーゼル発電
機3台が起動後に1台が停止しましたが、残る2台によ
る運転で、原子炉の冷却に必要な電源は確保できてい
ました。 ・格納容器内の圧力および温度を低下させる注水設備を強化

・格納容器の下部に落下した炉心溶融物を冷却する注水設備を強化

・格納容器の圧力が上昇し、破損する可能性がある場合に、水蒸気や水素を
　フィルタを通して外部に排出し、格納容器の破損を防止
　　・装置の使用は、発電所の状況などに基づき、発電所長が判断

・電源を必要としない仕組みで、原子炉建屋内
に滞留している水素（＊）を、酸素と結合させ
て水素濃度を低減
　　　（今後2４台設置予定）

・原子炉建屋内に水素検知器を設置
　　　（今後追加設置予定）

原子炉建屋へ放水した後の水が
海洋へ拡散するのを抑制
（配備予定）

原子炉建屋が破損した場合に、破損部へ放水し、放射性物質の
拡散を抑制（2台配備予定/うち1台は予備）
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●原子炉建屋が破損した場合に備え
　可搬型放水装置などを配備予定

＊：水素は高温となった燃料棒の金属材料
　　（被覆管）と水が反応して発生

＜装置の性能＞
粒子状の放射性物質を
約1,000分の１以下に低減

土壌への放射性物質の
付着を最小限に抑える
ことが可能



 

 

 

 

 

 
 

 

・発電所長を本部長とする災害対策
本部を設置し、国・自治体・本店
と連携して事態に対処

・一般電話回線が使えない場合に備
え、衛星回線や携帯無線機など、
通信設備を強化

・原子炉を冷却するための設備が、
すべて使用できないことを想定
し、電源車や大容量ポンプ車など
を運転操作する要員を確保

　（下記ＱＡ参照）

　　・上記の対応要員は発電所および
　近傍に常時待機

◆総合的な訓練の実施

福島第一原子力発電所の事故以降、緊急時における現場の対応力を強化しています

緊急時の組織体制を強化 訓練を繰り返し実施
発電所における災害対策本部

本部長（発電所長）による指示 災害対策本部の活動状況

本部長
（発電所長）

国・自治体 本　店

本部員

情報班・広報班・
庶務班・保健安全班・技術班・
放射線管理班・運転班・保修班

●電源車などから必要な電力を機器に供給
●大容量ポンプ車などで原子炉や使用済燃料プールへの給水
●がれきを撤去するための重機の運転
●国、自治体など関係機関への通報連絡　など

発電所に待機

村内の寮に待機

発電所近傍に待機

参集

指示

報告

主 な 作 業 内 容

Ａ：運転員や警備員のほかに、緊急時の対応要員として、24時間体制で指揮者１名、水源確保に６名、
電源確保に７名の計14名が発電所および近傍に待機しており、夜間・休日を問わず対応にあたり
ます。

Q：電源車など、いろいろな対策を行ったが、それらは人が動かすものである。平日は良いが、夜間・
休日はどうするのか？

◆各対策の訓練を実施

（平成23年4月～平成26年8月)

水源確保の訓練（大容量ポンプ車の操作：夜間）電源確保の訓練（電源車の起動操作）

・夜間・休日や荒天時を含め、電源車や大容量ポンプ車などの操作訓練
・高線量下作業を想定した遮へいベストや放射線防護具を装着して行う訓練

水源確保に係る訓練回数
電源確保に係る訓練回数

１７６回（うち夜間など１７回）
１２６回（うち夜間など１５回）

（平成23年4月～平成26年8月）

・複合災害などを想定し、本部と電源確保要員などが連携して事態に対処できるか、また、
通信設備が機能するかの確認を含めた総合訓練

総合訓練回数（訓練人数） ３回（493名）

茨城総合事務所  茨城県水戸市笠原町978-25　TEL:029-301-1511
東 海 事 務 所  茨城県那珂郡東海村白方１-１　TEL:029-287-1250

お問い合せ先
土日祝日を除く 　9時～17時 日本原子力発電株式会社 当社ホームページ

http://www.japc.co.jp/
原  電 検 索

　9月21日の新聞折り込みにおいて、東海村における説明会の実施結果についてお知らせしました
が、印刷上の理由により、掲載内容（説明会でのご質問の主な項目件数）に誤りがありましたので、
お詫びして下記のとおり訂正いたします。

〈お詫びと訂正〉

重大事故の対策※
安全審査

体制面・運用面
自然現象・火災などの対策

安全対策全般
地震・津波対策

※電源確保、冷却水の供給手段の多様化、格納容器破損防止対策（フィルタ付ベント装置設置など）　

安全対策

震災時の状況
放射線・使用済燃料

避難計画
高経年化対策
説明会の運営

その他

説明会でのご質問の主な項目件数
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（誤）赤枠部分の項目に誤りがありました。

重大事故の対策※
地震・津波対策
安全対策全般

自然現象・火災などの対策
体制面・運用面

安全審査

※電源確保、冷却水の供給手段の多様化、格納容器破損防止対策（フィルタ付ベント装置設置など）　

安全対策

説明会の運営
高経年化対策

避難計画
放射線・使用済燃料

震災時の状況
その他

説明会でのご質問の主な項目件数
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（正）
　本年5月20日、原子力規制委員会に東海第二発電所の新規制基準への適合性確認審査の
申請をしたことを受け、地域の皆さまに申請内容をご説明する「東海第二発電所の安全対
策等の説明会」を7月より東海村において開催いたしました。今後は10月初旬より周辺市
町にお住いの皆さまへの説明会を、順次開催させていただきます。
　説明会の詳細は、市町毎にチラシなどでお知らせいたしますので、ご参加をお願いいた
します。

発電所周辺市町にお住いの皆さまへの説明会について


